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市
で
は
、
医
療
制
度
改
革
関
連

法
の
成
立
に
伴
い
、
国
保
被
保
険

者
が
出
産
し
た
と
き
に
受
け
ら
れ

る
出
産
育
児
一
時
金
の
支
給
額
を

現
行
の
30
万
円
か
ら
35
万
円
に
引

き
上
げ
ま
す
。

た
だ
し
、
改
正
後
の
支
給
額
は

平
成
18
年
10
月
1
日
以
降
の
出
産

に
つ
い
て
適
用
と
な
り
ま
す
。
国

保
被
保
険
者
で
、
出
産
さ
れ
た
方

は
、
市
役
所
お
よ
び
各
総
合
支
所

の
窓
口
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
申
込
み
に
必
要
な
も
の

・
国
民
健
康
保
険
証

・
印
鑑

・
出
産
日
が
確
認
で
き
る
も
の

（
母
子
手
帳
等
）

・
振
込
先
金
融
機
関
が
確
認
で
き

る
も
の
（
郵
便
局
以
外
）

出
産
育
児
一
時
金
は
、
出
産
後

の
請
求
と
な
り
、
退
院
時
の
支
払

い
に
は
間
に
合
い
ま
せ
ん
。

兵
庫
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連

合
会
で
は
、
国
保
被
保
険
者
の
経

済
的
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
出

産
に
必
要
な
資
金
を
無
利
子
で
貸

し
付
け
る
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

次
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
出
産

育
児
一
時
金
の
支
給
額
の
80
パ
ー

セ
ン
ト
相
当
額
を
事
前
に
貸
し
付

け
ま
す
。
国
保
被
保
険
者
で
、
本

制
度
の
利
用
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
市
役
所
お
よ
び
各
総
合
支
所

の
窓
口
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
貸
付
要
件

・
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で

あ
る
こ
と
。

・
納
期
到
来
月
ま
で
の
国
民
健
康

保
険
税
を
完
納
し
て
い
る
こ
と
。

・
出
産
予
定
日
ま
で
1
カ
月
以
内

で
あ
る
こ
と
。

■
貸
付
額

24
万
円
（
10
月
1
日
以
降
の
出

産
に
つ
い
て
は
28
万
円
）

■
申
込
み
時
期

出
産
予
定
日
1
カ
月
前
に
入

っ
た
時
点
で
借
り
入
れ
を
申
し

込
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、

申
込
み
か
ら
7
〜
10
日
間
程
度

で
、
指
定
の
金
融
機
関
の
口
座

に
貸
付
金
を
振
り
込
み
ま
す
。

■
申
込
み
に
必
要
な
も
の

・
国
民
健
康
保
険
証

・
印
鑑

・
出
産
予
定
日
が
確
認
で
き
る
も

の
（
母
子
手
帳
等
）

・
振
込
先
金
融
機
関
が
確
認
で
き

る
も
の
（
郵
便
局
以
外
）

■
返
済
方
法

出
産
後
に
支
給
さ
れ
る
出
産

育
児
一
時
金
か
ら
、
一
括
返
済

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
出
産
育
児
一

時
金
の
支
給
時
に
受
け
取
ら
れ

る
金
額
は
、
貸
付
額
を
差
し
引

い
た
残
り
の
6
万
円
（
10
月
1

日
以
降
の
出
産
に
つ
い
て
は
7

万
円
）
と
な
り
ま
す
。

《
申
込
み
・
問
合
せ
》

市
民
課
国
保
医
療
係
ま
た
は
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

不
妊
や
不
育
、
男
性
不
妊
に
関

す
る
悩
み
や
不
安
、
不
妊
治
療
の

情
報
提
供
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
相
談

に
医
師
、
助
産
師
が
応
じ
ま
す
。

■
面
接
相
談

▽
日
時

・
助
産
師
（
毎
月
第
2
土
曜
日
）

・
医
師
（
毎
月
第
3
・
4
水
曜
日
）

※
い
ず
れ
も
祝
日
を
除
く
午
後
2

時
〜
5
時
（
要
予
約
）

蕁
0
7
8
―
3
6
0
―
8
5
5
4

▽
場
所

県
立
男
女
共
同
参
画
セ

ン
タ
ー
（
神
戸
市
中
央
区
）

兵
庫
県
で
は
、
平
成
18
年
度
か

ら
特
定
不
妊
治
療
費
助
成
事
業
を

次
の
と
お
り
拡
充
し
ま
し
た
。

▽
対
象
治
療
法

配
偶
者
間
の
体

外
受
精
お
よ
び
顕
微
授
精
（
特

定
不
妊
治
療
）

▽
対
象
者

兵
庫
県
内
（
神
戸
・

姫
路
市
を
除
く
）
に
住
所
を
有

す
る
法
律
上
の
夫
婦

▽
所
得
制
限

夫
婦
の
合
算
所
得

6
5
0
万
円
未
満
（
申
請
が
1

〜
5
月
ま
で
は
前
々
年
、
6
月

以
降
は
前
年
所
得
）

▽
給
付
内
容

1

年
度
当
た
り
上

限
額
10
万
円
、

通
算
5
カ
年
支
給

▽
対
象
医
療
機
関

本
助
成
事
業

指
定
医
療
機
関

▽
申
請
期
限

治
療
終
了
後
3
カ

月
以
内

《
申
請
・
問
合
せ
》
豊
岡
健
康
福

祉
事
務
所
保
健
指
導
課

蕁
26
―
3
6
6
2

■
電
話
相
談

蕁
0
7
8
―
3
6
0
―
1
3
8
8

▽
日
時

第
1
・
3
・
4
土
曜

日
、
第
2
木
曜
日
（
い
ず
れ
も

祝
日
を
除
く
）
午
前
10
時
〜
午

後
4
時

※
相
談
は
無
料

《
問
合
せ
》
兵
庫
県
健
康
増
進
課

保
健
指
導
係

蕁
0
7
8
―
3
4
1
―
7
7
1
1

国
民
健
康
保
険
の
出
産
育
児
一
時
金
の

支
給
額
を
引
き
上
げ
ま
す

出
産
育
児
一
時
金

出
産
費
資
金
貸
付
制
度

平
成
18
年
9
月
30
日
ま
で

1
児
に
つ
き
30
万
円

平
成
18
年
10
月
1
日
か
ら

1
児
に
つ
き
35
万
円

兵
庫
県
特
定
不
妊
治
療
費

助
成
事
業
に
つ
い
て

不
妊
専
門
総
合
相
談

10月1日から


